
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員が報酬を辞退したとき                 

Ｑ：当社の今期の業績が非常に悪かったた

め、役員が責任を取って報酬を辞退しました。

この場合には、源泉徴収はどうすればいいの

でしょうか？                                       

                                              

Ａ：役員報酬の支給日前に受領を辞退した

場合は源泉徴収が不要ですが、未払報酬を辞

退する場合は、源泉徴収が必要です。 

【解説】 

源泉徴収は、給与等の支払いが確定したも

のを現実に支払う時にしなければなりません

が、給与所得者がその受けるべき給与等の全

部又は一部をその支給日前に辞退した場合に

は、その辞退した給与等は、給与所得となら

ず課税されないこととなっています。したが

って、このような場合には、源泉徴収が不要

になります。 

これに対して、給与等の支払者が、未払給

与の債務免除を受けた場合には、その債務免

除を受けた時において、その給与の支払があ

ったものとして源泉徴収を行うこととされて

います。 

したがって、役員等が未払となっている役

員報酬を辞退した場合には、会社はその報酬

の受領の辞退を受けた時に、その未払いの役

員報酬を支給したものとして所得税を源泉徴

収しなければなりません。 

ただし、その報酬の辞退が、会社の債務超

過の状態が相当期間継続しているため、支払

いができないと認められる場合に行われるも

のであるときは、源泉徴収しなくてもよいこ

ととされています。 
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